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第２期子ども・若者計画 令和元年度（２年目）の取組状況について

第２期子ども・若者計画では、「困難の有無に左右されず、それぞれの個性を活かしながら、社会

の中で自立・参加・共生できる子ども・若者の育成」を基本目標とし、３つの基本的視点に沿った６

つの基本施策と１９の取組の柱を掲げ、平成３０年度から令和元年度まで各種事業を推進しました。

計画の２年目である令和元年度の各種事業の取組状況は、以下のとおりです。

なお、令和元年度は１７９の事業に取り組みましたが、その中から基本施策ごとに主な事業につい

て実施状況を記載しました。

視点Ⅰ 一人ひとりの成長と自立を支援する

基本施策① 社会的自立に向けた基礎づくり

基本的な学習習慣や生活習慣を身につけさせるとともに、多様な体験ができる場づくりを進め、

社会的自立に必要な自己肯定感をはじめとした基礎的な力を養い、心身ともにしなやかで健全な子

ども・若者を育むように推進しました。

また、子ども・若者が抱える課題に対して、早期発見・早期対応できる体制づくりを進めました。

取組の柱１ 社会生活を円滑に営むことができる力の育成

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

1 ぐんまの子どものための 【事業内容】 (教)総務課

ルールブック５０ 公共心や思いやりを育むために、子どもが具

体的に実行できるルールを50にまとめ、家庭

・地域・学校での活用を促進します。

【R元年度実施結果】

県民センター等で有償頒布を行うとともに、

ルールブックを活用した事業等にも無償配布

を行い、活用を推進した。

有償配布数：29部

無償配布数：207部

2 さくらプラン 【事業内容】 学校人事課

わかばプラン さくらプラン：小学校第1・2学年30人以下、

第3・4学年を35人以下学級編制とし、学年

の発達段階に応じたきめ細かな指導体制を

充実させることにより、児童の基礎学力の

定着や社会性の育成を図ります。

わかばプラン：中学校の第1学年を35人以下

学級編制とし、学校生活に適応するための

支援体制を強化するとともに、一人ひとり

へのきめ細かな指導を充実させることで基

礎学力の向上を図ります。

【R元年度実施結果】

下記のとおり学級編制及び教員配置を行い、
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生活習慣及び学力の定着等を図った。

（小学校）

30人以下学級編制

第1学年 74校 74人教員配置

第2学年 124校 124人教員配置

35人以下学級編制

第3学年 54校 54人教員配置

第4学年 56校 56人教員配置

（中学校）

第1学年 61校 93人教員配置

3 学力向上 【事業内容】 義務教育課

ぐんま「確かな学力」育成プロジェクトの中

で、新学習指導要領の趣旨を周知していくと

ともに、「はばたく群馬の指導プラン」を活

用した授業改善、学力向上にかかわる組織的

・継続的な取組を推進します。

【R元年度実施結果】

各教科及び領域における「主体的・対話的で

深い学び」の実現に向けた授業改善に資する

指導資料「はばたく群馬の指導プランⅡ」を

県内の全教員に配布するとともに、内容に基

づく公開授業を県内27会場（参加者数：454

人）で実施した。また、「はばたく群馬の指

導プランⅡ」を参考にした実践事例サイトを

開設し、取り組みを推進した。

取組の柱２ 多様な体験活動の推進

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

4 小・中学生のためのフォ 【事業内容】 森林保全課

レストリースクール 小・中学校の児童・生徒を対象に、森林の持

つ機能や動き、環境・森林問題等についての

講義や体験活動の場を提供するため、講師を

派遣したり、企画・アドバイスを行ったりす

ることで、学校における環境教育、教員の研

修等を支援します。

【R元年度実施結果】

小・中学校からの希望申請に応じて、環境学

習や森林林業に関する体験学習を支援し、体

験活動の場を提供した。

①講師派遣型

森林に関する講義や自然観察会、ネイチ
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ャーゲームなどの講師を申請校へ派遣し

た。

・講師派遣型 実施校 49校

受講児童生徒数2,800人

②体験学習型

体験活動を希望する学校に現地（森林）

での、枝打ちや下刈り、除間伐等の体験活

動を行った。

・体験学習型 実施校 1校

受講児童生徒数7人

5 東国文化周知事業 【事業内容】 文化振興課

群馬が古代東国文化の中心地であり、東日本

最大の古墳県であったことを県内外の方に知

っていただくため、古墳や埋蔵文化財情報の

発信等を行い、本県への愛着を醸成するとと

もに、イメージアップ、観光振興へつなげま

す。

【R元年度実施結果】

・東国文化副読本を作成し、県内の中学1年

生へ配布した。配布部数：18,154部。また、

モデル授業（公開授業）も2校で実施した。

・令和元年6月2日（日）に群馬古墳フェスタ

2019を開催し、古代東国文化を体験できる円

筒埴輪作り等を実施し、体験活動の場を提供

した。参加者は約28,000人。

6 尾瀬学校等補助金事業 【事業内容】 自然環境課

県内の小・中学校が尾瀬等でガイドを伴った

少人数のグループによる環境学習を実施する

場合、ガイド代とバス代を補助します。

【R元年度実施結果】

・実施校 121校（小学校70校、中学校51校）

・参加児童生徒数 8,005人

実施後のアンケートでは、参加者の約7割が

自然保護や環境問題に興味を持ち、さらに約

9割が尾瀬等で新しい発見や感動があったと、

昨年度と同程度の回答を得た。

取組の柱３ しなやかな心と健やかな体の育成

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

7 中学生・高校生対象の 【事業内容】 県警広報広聴課
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「命の大切さを学ぶ教室」 県や市町村教育委員会等の関係機関と連携

の積極的な開催 し、中学生・高校生を対象に犯罪被害者等が

講演者となり、子どもを亡くした親の思いや

生命の大切さ等を直接生徒に語りかける「命

の大切さを学ぶ教室」を開催し、犯罪被害者

等への配慮・協力意識のかん養や次世代を担

う者の規範意識の向上に努めます。

【R元年度実施結果】

中学生・高校生を対象とした「命の大切さを

学ぶ教室」を52回開催し、犯罪被害者支援に

対する理解と規範意識の向上に努めた。講師

の内訳は、被害者等6回、警察職員46回であ

った。

参加者数：8,867人

8 スポーツのための食育 【事業内容】 保健予防課

スポーツ栄養の正しい知識を県民に普及する

とともに、スポーツ選手の競技力向上を目指

し、スポーツ栄養の専門家と協力してスポー

ツを実践するための正しい栄養・食生活の知

識を普及します。

【R元年度実施結果】

「スポーツ栄養のための人材育成研修会」企

画会議を開催し、研修内容等について検討の

上、市町村や県の食育推進担当者、学校栄養

士、スポーツ指導者等を対象に研修会を開催

し、スポーツ栄養の知識を普及した。

開催日：令和元年6月28日

参加者数：307名

9 道徳教育総合支援 【事業内容】 義務教育課

特別の教科化に向け、道徳教育の質の向上と

その一層の充実を図るため、県及び市町村教

育委員会が学校・地域の実情に応じて道徳教

育に関する多様な取組を主体的に行い、その

結果得られた道徳教育に関する成果等につい

て全県的な発信を行います。

【R元年度実施結果】

道徳教育総合支援事業（文科省委託事業）と

して、小・中学校の指定校及び１町教育委員

会において授業研究会や研究発表会等を実施

した。また、指導と評価の一体化を踏まえた

実践例をまとめた教員向けパンフレット「ふ

かめよう！道徳科実践編」を作成し、県内全
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公立学校の教員に配布した。これらのことに

より、県内の学校における道徳教育の充実を

図ることができた。

取組の柱４ 相談体制の充実

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

10 地域子育て支援拠点事業 【事業内容】 私学・子育て支

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場 援課

所を開設し、子育てについて相談、情報の提

供、助言その他の援助を行います。

【R元年度実施結果】

実施主体である市町村が計画に基づき実施す

る事業に対し、子ども・子育て支援交付金に

よる財政的支援を行うことを通じて保護者等

への援助を行った。

実施数：142ヵ所(26市町村)

交付額：350,621千円

11 児童生徒の心のケアシス 【事業内容】 義務教育課

テム推進 いじめや不登校等に対応する学校の教育相談

機能を充実させるために、学校等に心理の専

門家を配置し、児童生徒を支援する体制整備

を総合的に推進します。

【R元年度実施結果】

教職員のカウンセリング技術の向上等、学校

の教育相談体制の充実に向けて、スクールカ

ウンセラーを活用しながら校内研修やコンサ

ルテーションを実施した。児童生徒の面談対

応は、小学校で１校当たり約23.1件、中学校

で１校当たり約47.4件であり、スクールカウ

ンセラーが重要な役割を果たした。

スクールカウンセラーの資質向上に向けた指

導助言や、各学校の緊急事案対応等について

は各教育事務所配置のスーパーバイザーが取

り組んだ。

不登校の児童生徒の学びの場である適応指導

教室の支援については、自立支援アドバイザ

ーによる訪問を計画的・定期的に実施した。

スクールカウンセラー配置数：147人

12 児童生徒の心のケアシス 【事業内容】 高校教育課

テム推進 いじめや不登校などの課題に適切に対応する
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とともに、生徒の心のケアに資するために、

スクールカウンセラーを全ての県立高校等へ

配置し、生徒・保護者・教職員への支援を行

って、学校における教育相談体制の充実を図

ります。

【R元年度実施結果】

県立高校・中等教育学校の全校・全課程にス

クールカウンセラーを配置し、生徒・保護者

のカウンセリングやケース会議等における教

職員へのコンサルテーション等の支援を行

い、教育相談体制の充実を図った。

生徒・保護者・教職員からの延べ相談件数

は、1校当たり約101.4件であった。

基本施策② 職業的・社会的自立の促進

キャリア教育やインターンシップ等を通じて、社会的・職業的自立のために必要な力を育成し、

社会や仕事に対しての理解を進め、就労意欲や仕事への定着力向上を推進しました。

また、特別な支援を必要とする子ども・若者の就労に関する取組の充実化を進め、さらに、ボラ

ンティア活動等を通じて、社会へ参画できる力を育成しました。

取組の柱５ 職業観や就労意欲の育成

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

13 職業的・社会的自立の 【事業内容】 介護高齢課

促進 小・中・高校生を対象に、高齢化の現状、介

護サービスの必要性、介護の仕事の内容等を

わかりやすく説明したパンフレットを作成

し、配布することにより、普及啓発を図りま

す。

【R元年度実施結果】

令和元年10月11日付けでパンフレットを小学

5年生・中学1年生・高等学校（特別支援学校

含む）1年生全員に配布した。さらに、41.0

％の学校で、授業の副教材として活用され、

普及啓発を進めることができた。

14 キャリア教育・進路指 【事業内容】 高校教育課

導 企業の人材やキャリアアドバイザー等を活用

し、児童生徒の勤労観・職業観の育成等（キ

ャリア教育）を発達段階に応じて推進すると

ともに、キャリア教育に関する教職員研修を

体系的に実施します。



- 7 -

【R元年度実施結果】

キャリアアドバイザー活用事業により、県立

高等学校の17校でキャリア教育に係る講演会

を実施した。また、公立高等学校等の進路指

導主事を対象とした、キャリア教育・進路指

導研究協議会を年間2回開催し、各校のキャ

リア教育の推進を図った。

15 Ｇワークチャレンジ・ 【事業内容】 高校教育課

高校生インターンシッ 生徒に望ましい勤労観・職業観及び主体的に

プ推進 進路を選択する能力を育成するために、企業

団体や大学関係者、高校関係者等と連携し、

高校生が参加するインターンシップを積極的

に推進します。

【R元年度実施結果】

インターンシップ・キックオフ講座やＧワー

クチャレンジ推進フォーラムなどを開催し、

インターンシップへの積極的な取組を促し

た。

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ参加生徒数：6,863名

取組の柱６ 就労等支援の充実

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

16 障害者就業・生活支援 【事業内容】 障害政策課

センター運営事業 一般就労を希望する障害者に対して、就労面

と生活面の相談に応じ、一般就労に向けて企

業やハローワーク等との連絡調整を継続的に

行います。

【R元年度実施結果】

就職や職場への定着について支援を必要とす

る障害者に対し、センター窓口での相談や職

場訪問等を実施し、就業及びこれに伴う日常

生活・社会生活上の相談対応や支援を行っ

た。

就労に結びついた件数：495件

17 若者就職支援 【事業内容】 労働政策課

群馬県若者就職支援センター（ジョブカフェ

ぐんま）を県内3箇所（高崎市、桐生市、沼

田市）に設置し、就職を希望する若者に対し、

就職情報の提供から適性診断・カウンセリン

グ、職業紹介・定着まで、就職に関する一貫
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した支援を行います。

【R元年度実施結果】

県内3箇所のジョブカフェぐんまではカウン

セリングから職場定着までのワンストップ支

援を行った。

ｼﾞｮﾌﾞｶﾌｪぐんま利用者数：17,529人

18 特別支援学校職業自立 【事業内容】 特別支援教育課

推進 特別支援学校における職業教育やキャリア教

育を推進し、就労支援や生活支援の充実を図

り、障害のある児童生徒の社会的自立を実現

することを目的に、就労支援員を特別支援学

校に配置し、就業体験先や職域の開拓、企業

への理解促進を図ります。また、高等部生徒

に研修を行い、介護サービス業等への就労拡

大を図ります。さらに、「1年生進路ガイダン

ス」「企業採用担当者学校見学会」「卒業生定

着支援」により職業自立を進めます。

【R元年度実施結果】

前年度に引き続き、就労支援員を県立知的特

別支援学校9校に5名配置し、就業体験先の開

拓や雇用先の確保を進めたり、就労定着支援

の継続による関係機関等との情報共有や連携

支援を行ったりした。また、関係各課と連携

して「ぐんまグッジョブフェア」をショッピ

ングモールで共同開催し、障害者雇用につい

て一般県民への理解啓発を図った。

ぐんまグッジョブフェア来場者数：3,000人

取組の柱７ 社会への参画の促進

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

19 主権者教育の推進・支 【事業内容】 市町村課(選挙

援 選挙講座や模擬選挙による投票体験の機会を 管理委員会)

通して、主権者意識の醸成と政治的判断能力

の育成を図るため、学校や大学等における選

挙出前授業を実施するとともに、学校等が主

体的に同様の授業を実施する場合には、その

取組を支援します。

【R元年度実施結果】

若者の政治及び選挙への理解や関心を高める

ため、高等学校等で選挙出前授業を実施。ま
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た、他分野と連携して新たに租税教室とのコ

ラボ授業を３校で実施し、総合的な主権者教

育を推進した。

選挙出前授業実施回数：28回（租税教室と

のコラボ授業含む）

20 新社会人・学生向けラ 【事業内容】 生活こども課

イフデザインセミナ－ 新社会人や学生を対象としたライフデザイン

支援に係るセミナ－プログラムを構築し、県

職員が講師として実践することで、若者が「自

らのライフデザインを考えるきっかけ」とな

る機会の創出と普及を図ります。

【R元年度実施結果】

高校生及び大学生に対し、計３回実施し、延

べ109人が受講した。受講後のアンケート結

果では、自分の将来設計について、「イメー

ジできた」「まあまあできた」を合わせ72.4

％であり、機会の創出と普及を図れた。

21 「ようこそ先輩！」高 【事業内容】 高校教育課

校生ボランティア・チ 卒業後の進路が決まった高校生が、母校の小

ュ－タ－小学校派遣 学校でボランティア・チュ－タ－として活動

します。

【R元年度実施結果】

公立高校等５０校、私立高校６校から２６９

名の生徒が参加し、１５４校の小学校で活動

し、社会性や勤労観の伸長を図れた。
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視点Ⅱ 困難な状況等に応じて支援する

基本施策③ 困難な状況ごとへの支援

いじめや不登校をはじめとした様々な困難な状況にある子ども・若者へきめ細やかな支援を行

い、社会との円滑なつながりが保てるよう取組を推進しました。

また、性別や国籍の違い、障害の有無等に関わりなく、お互いに尊重しながら共生できる環境づ

くりに努めるとともに、自殺予防の対策を講じました。

取組の柱８ いじめ、不登校、ひきこもり、ニート、高校中退者等への支援

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

22 高校中退者への支援 【事業内容】 児童福祉・青少

高校中退者は社会との繋がりが薄くなること 年課

から、就労や再学習に向けた切れ目のない寄

り添い型支援を行い、就労機関や再学習の場

へ繋げていくことを実施します。

【R元年度実施結果】

ひきこもりがちとなった高校中退者等に対し

て、寄り添い型支援を実施した。就労や再学

習の意欲をもてるようになった子には、関係

機関に繋げることができた。

Ｒ元年度において、支援希望者のうち本人又

は保護者と接触できた割合は、86.2%だった。

23 ひきこもり対策 【事業内容】 障害政策課

こころの健康センター内にひきこもり支援セ

ンターを設置し、電話や来所による相談等を

実施します。

【R元年度実施結果】

こころの健康センター内にひきこもり支援セ

ンターを設置し、第１次相談窓口として電話

や来所による相談を受けるほか、必要に応じ

訪問指導を行った。また、本人や家族等を対

象とした研修等も実施した。

相談件数（延べ）：電話相談528件

来所相談 53件

24 ニート自立支援 【事業内容】 労働政策課

前橋市・太田市に設置しているぐんま若者サ

ポートステーションに対し、臨床心理士の配

置による個別相談のほか、職業意識を身につ

けるためのキャリア開発プログラム（ジョブ

トレーニング）の実施など運営支援を行いま

す。
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【R元年度実施結果】

前橋市と太田市の県内2か所に設置された地

域若者サポートステーションにおいて、臨床

心理士を配置した心理カウンセリングや、ピ

ッキング作業等の簡易な作業によるジョブト

レーニングを実施し、より手厚い支援を行っ

た。また、前橋や太田まで通所することが困

難な利用者に対しては、県内8か所で出張サ

ポステを実施し、利用促進を図った。そのほ

か、労働、福祉、教育などの関係機関とのネ

ットワーク会議を開催し、支援が必要な若者

を早期に発見し、支援機関に誘導するための

連携を図った。

臨床心理士のカウンセリング：400人

ジョブトレーニング：189人

取組の柱９ 子どもの貧困への対応

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

25 子どもの居場所づくり 【事業内容】 私学・子育て支

の推進（子どもの貧困 ひとり親や長時間労働、貧困などの問題の広 援課

対応に関する機運醸成） がりを背景に、家庭の子育て機能を地域で補

完する「子どもの居場所づくり」への支援体

制を整備する中で、さまざまな事情で放課後

や休日等をひとりで過ごす子どものための居

場所づくりを実施する団体に対し、その設立

や事業拡充のための支援を行います。

【R元年度実施結果】

平成31年度「子どもの居場所づくり応援事業

補助金」において子どもの居場所づくりを行

う８団体に１団体20万円を上限として補助金

（計1,531千円）を交付し、子どもの居場所

づくりを支援した。

26 母子家庭等自立促進対 【事業内容】 児童福祉・青少

策（ひとり親家庭子育 ひとり親家庭等において、仕事や病気などで 年課

て支援事業） 一時的に子育てが困難な場合にファミリー・

サポ―ト・センターまたは保健福祉事務所に

おいて子育て支援者を紹介し、その利用料の

一部を補助します。

【R元年度実施結果】

県内14ヶ所のファミリー・サポ―ト・センタ

ーの利用者735人、5,127件の依頼に対し、利
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用料の一部補助(2,654,875円)を行った。ま

た、当該センターの事務費補助(581,471円)

を行い、ひとり親家庭等を支援した。

27 子どもの生活・学習支 【事業内容】 私学・子育て支

援事業 生活保護世帯や生活困窮世帯の中学生を対象 援課

に、居場所の提供や学習支援等を行い、生活

習慣・学習習慣の確立や学習意欲の向上を図

ります。

【R元年度実施結果】

県では、町村部において12会場で21町村を対

象に、子どもの生活・学習支援事業を実施し、

生活習慣・学習習慣の確立や学習意欲の向上

を図った。

参加者数：132人

ほかに、12市村において、生活困窮世帯等へ

の学習支援に取り組んだ。

取組の柱１０ 障害のある子ども・若者への支援

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

28 私立学校教育振興費補 【事業内容】 私学・子育て支

助（特別支援学校） 私立学校の教育条件の維持向上、保護者負担 援課

の軽減及び学校経営の健全化を図るため、特

別支援学校に対して運営に係る経費の一部の

補助を行います。

【R元年度実施結果】

県内の私立特別支援学校に対して、47,008千

円の補助金を交付し、学校への補助を通じて、

障害のある生徒に対する教育の充実等が図ら

れた。

29 しろがね学園運営 【事業内容】 障害政策課

家庭や地域で生活を続けることが困難な知的

障害のある児童等を保護するとともに、必要

な生活スキルや知識が身につけられるよう支

援を行います。

【R元年度実施結果】

知的障害児等の生活支援や生活指導等を、児

童等の能力と特性に応じた援助を適切に行う

ため3寮体制により実施している。また、地

域に生活する障害児を支援するため、障害児
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短期入所事業や障害児(者)地域療育等支援事

業を実施して、障害児(者)及びその家族への

療育支援、生活支援を行った。

入所児童者数：44名（R元年度末現在）

30 小中学校・高等学校等 【事業内容】 特別支援教育課

相談支援 発達障害等に係る小中学校・高等学校等から

の相談支援への対応を通じ、小中学校におけ

る特別支援教育の充実を図ることを目的に、

教育事務所に配置した特別支援教育専門相談

員や特別支援学校の専門アドバイザ－が、小

中学校・高等学校等からの要請に基づき訪問

相談等を実施し、発達障害等、障害のある児

童生徒の理解や指導方法等について助言等を

行います。

【R元年度実施結果】

・特別支援学校専門アドバイザー22名と教育

事務所に配置した特別支援教育専門相談員11

名とが連携し、小中学校等からの要請に応じ

て13,152件の相談に当たった。

・専門アドバイザーと専門相談員が、小中学

校の先生が「個別の教育支援計画」の有効性

や効果的な活用について訪問相談の中で支援

・助言を行ってきたところ、「個別の教育支

援計画」の作成率はH30年度より小学校で1.3

ポイント、中学校で2.4ポイント上がった。

取組の柱１１ 非行・犯罪に陥った子ども・若者への支援

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

31 生徒指導担当嘱託員の 【事業内容】 義務教育課

配置 生徒への指導・助言、保護者との面接・指導、

家庭や地域との連携・協力、関係機関との連

携を図り、生徒指導に関する業務を支援した

り、問題行動等を未然防止したりする嘱託員

を中学校に配置しています。

【R元年度実施結果】

生徒指導上の課題を抱えている中学校１８校

に、警察官OB等からなる生徒指導担当嘱託員

を18名配置し、各校の生徒指導体制を強化し、

警察署との連携を強化し、問題行動等の未然

防止に努めた。
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32 非行防止プロジェクト 【事業内容】 義務教育課

推進 深刻な非行、いじめ等の問題行動の未然防止

や解決方策について、関係機関の担当者等に

より情報交換や協議を行い、問題行動等への

対策の改善・充実に資する問題行動等対策会

議を実施します。

【R元年度実施結果】

いじめや自殺、保護者対応等、生徒指導上の

喫緊の課題をテーマに、年4回問題行動等対

策会議を開催した。そのうち2回は、参加対

象を管理職まで広げ、文科省担当部局課長や

警察等の有識者による講話を行い、資質向上

を図った。

会議への参加者：455人

33 薬物関連問題相談事業 【事業内容】 薬務課

相談窓口や依存症回復支援、家族教室など

の再乱用防止対策を充実させることにより、

薬物乱用問題に直面している本人及び家族等

の支援を行います。

【R元年度実施結果】

薬物依存症の回復支援に携わる人を対象に依

存症回復支援者研修会等を開催した。

また、薬務課、各保健福祉事務所等に設置し

ている相談窓口の適切な運用と共に、こころ

の健康センターが開催している「依存症から

の回復支援塾」、「家族教室」の実施により、

薬物問題に直面している本人やその家族に対

する相談支援体制の充実を図った。

依存症からの回復支援塾実施回数：24回

家族教室実施回数：11回

更に、一般県民を対象とした「依存症回復支

援フォーラム」を開催し、薬物依存症に対す

る正しい知識を周知し、理解を促すことがで

きた。

フォーラム参加者数：115人

取組の柱１２ 特に配慮が必要な子ども・若者への支援

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

34 多文化共生支援 【事業内容】 ぐんま暮らし・

学齢期の子どもに対する日本語教育の充実、 外国人活躍推進
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学齢期以外の日本語教育を支援します。また、 課

雇用状況悪化等生活上の不安に対して、メン

タルヘルスのサポートなどの支援をはじめ、

十分な情報提供を行います。

【R元年度実施結果】

○在住外国人への日本語教室

定住外国人向けに日本語能力向上・生活に関

する情報に係る講座を開催する。令和元年10

月～12月にかけて5回の講座を開催。10名が

参加し、地域の日本語指導者の育成が図れた。

○ストレスケア講習会

在住外国人を対象に臨床心理士が講師を務

め、ストレスへの理解と解消法を学ぶ講習会

を開催。R2年2月に伊勢崎市と大泉町で開催。

17名が参加し、メンタルヘルスへのサポート

が図れた。

35 小児慢性特定疾病対策 【事業内容】 保健予防課

小児慢性特定疾病児童等に対し医療費の負担

を軽減するとともに、小児慢性特定疾病児童

等自立支援事業を実施し、幼少期から慢性的

な疾病にかかっているため自立を阻害されて

いる児童等について、地域における支援等の

充実により自立促進を図ります。

【R元年度実施結果】

小児慢性特定疾病児童等に対し、医療費を支

給し負担軽減を図ったほか、慢性疾病児童等

地域支援協議会を開催し、児童等が自立でき

るよう地域の支援体制を検討するとともに、

相談支援事業や相互交流支援事業を実施し、

患者・家族の支援に努めた。

支給額：201,568千円

36 自殺対策 【事業内容】 障害政策課

こころの健康センターに自殺対策推進センタ

ーを設置し、若年層対策やうつ病等ハイリス

ク者の支援を実施します。

【R元年度実施結果】

行政や関係機関、団体が連携し、総合的な自

殺対策を推進するため、群馬県自殺対策連絡

協議会を開催するとともに、国の交付金を活

用し、市町村や民間団体と連携して、対面型

相談、人材養成、普及啓発、その他地域独自
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の自殺対策事業に取り組んだ。

電話相談件数：2,146件

（こころの健康センターダイヤル）

基本施策④ 子ども・若者の被害防止・保護

児童虐待の早期発見・早期対応に努め、社会全体で児童虐待を解消できるよう取り組みました。

また、犯罪に遭った人への支援をするとともに、性犯罪をはじめとした子ども・若者の福祉を害

する犯罪への対応に努めました。

取組の柱１３ 児童虐待への早期発見・早期対応

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

37 市町村や関係機関等と 【事業内容】 児童福祉・青少

の役割分担及び連携の 「群馬県要保護児童対策地域協議会」の運営 年課

推進（児童虐待対応強 や関係機関との連携強化及び協力体制を確保

化の一部） します。

【R元年度実施結果】

令和元年11月19日に「要対協」を開催し、児

童相談所等の児童福祉関連団体を始め、県警、

法務局、医師会、助産師会、弁護士会等、関

係機関との意見交換や討議を行い、連携強化

及び協力体制の確保に努めた。

38 児童虐待防止医療ネッ 【事業内容】 児童福祉・青少

トワーク事業 群馬大学医学部附属病院を拠点に、医療従事 年課

者の教育研修、地域の中核病院の体制整備支

援、関係機関とのネットワーク化を図ります。

【R元年度実施結果】

虐待対応プログラム研修等の実施により医療

従事者の児童虐待対応に対するスキルアップ

を図るとともに、病院間連絡会議により関係

機関のネットワークを強化した。

虐待対応プログラム研修参加者：７０人

39 子ども教育・子育て相 【事業内容】 総合教育センター

談 学校や園の生活や学業、いじめや不登校、生

活習慣や養育、発達の遅れや就園・就学など、

乳幼児から高校生までの教育や子育てに関す

る相談に対応します。

【R元年度実施結果】

「子ども教育相談カード」を県内各園、各校

の児童生徒・教職員に配付し周知を図った。
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教育や子育てに関する相談に対し、来所相談、

電話相談、訪問相談を実施した。来所相談で

は発達に起因する行動や不登校について、電

話相談では養育や不登校、友人についての相

談が多かった。

相談件数：4,162件

取組の柱１４ 被害者支援と福祉を害する犯罪への対応

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

40 犯罪被害者等の経済的 【事業内容】 県警広報広聴課

・心理的負担の軽減 被害者支援制度や相談窓口の周知を図るとと

もに、医療費等の負担・カウンセリングの実

施等適正かつ積極的に公費支出制度を運用

し、犯罪被害者等の経済的・心理的負担の軽

減を図ります。

【R元年度実施結果】

各種街頭活動時におけるリーフレット等の配

布及び市町村広報紙への記事掲載等あらゆる

機会を活用して制度や相談窓口の周知を図っ

た。

令和元年度中、医療費等の公費支出89件(内、

カウンセリングに伴うもの25件）適用し、犯

罪被害者等の経済的・心理的負担の軽減を図

った。

41 子ども・若者の福祉を 【事業内容】 県警子供・女性

害する犯罪対策 「子供の性被害防止プラン」を踏まえ、児童 安全対策課

買春及び児童ポルノを始めとした少年の福祉

を害する犯罪の検挙を図るとともに、インタ

ーネット利用に起因する児童の犯罪被害を防

止するための取組を推進するなど福祉犯罪被

害の防止を図ります。

【R元年度実施結果】

児童買春及び児童ポルノを始めとした、少年

の福祉を害する犯罪の検挙を推進した。

また、各警察署等において管内の小・中学校

等に対する情報モラル講習会を実施するなど

して、インターネット利用に起因する児童の

犯罪被害を防止するための取組を推進し、福

祉犯罪被害の防止を図った。

検挙件数：94件、検挙人員：86人

42 子ども・若者を取り巻 【事業内容】 県警生活環境課
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く風俗環境の浄化 子ども・若者が被害者となり、心身に有害な

影響を与える違法風俗営業の実態把握と情報

分析を推進し、積極的な取締りと被害者の早

期発見・保護により、風俗環境の浄化と健全

な育成を図ります。

【R元年度実施結果】

違法風俗営業の実態把握のための立入りを推

進し、違法風俗営業等の積極的な取締りによ

り、風俗環境の浄化と若者の健全育成を図っ

た。
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視点Ⅲ 社会全体で支援する

基本施策⑤ 健全育成に繋がる社会環境づくり

学校、家庭や地域との連携により、家庭や地域の教育力向上を推進しました。

また、ＳＮＳをはじめとしたインターネットに起因する新しい被害等から子ども・若者を守る機

運を高めるとともに、犯罪等がおきにくい地域づくりに努めました。

取組の柱１５ 家庭や地域の教育力の向上

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

43 親の学びプログラム普 【事業内容】 生涯学習課

及活用 親の学びプログラムのファシリテーター（進

行役）を養成し、親の学びプログラムの普及

促進を図ります。

【R元年度実施結果】

保護者、将来親になる世代を対象に、県全体

で100回講座を実施し、普及促進を図った。

44 家庭教育支援者養成 【事業内容】 生涯学習課

地域で家庭教育を支える核となる人材を養成

します。

【R元年度実施結果】

家庭教育支援者養成講座を開催し、家庭教育

に関する講義、カウンセリング実習、家庭教

育支援に係る企画立案演習等を実施し、人材

を養成した。

講座開催件数：5回

講座修了者数：20人

45 家庭教育担当者研修会 【事業内容】 生涯学習課

県及び市町村の家庭教育支援担当者等を対象

とした家庭教育支援担当者研修会を行います。

【R元年度実施結果】

市町村及び教育事務所の家庭教育支援担当者

を対象に、県の家庭教育支援施策についての

説明と、市町村担当者による事例発表を行い、

関係団体との連携による家庭教育支援の推進

を図った。

研修会参加者数：41人
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取組の柱１６ 犯罪等の被害に遭いにくい地域づくり

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

46 子ども向け防犯出前講 【事業内容】 消費生活課

座 保育園、幼稚園、小学校、学童保育、子ども

会等の申し込みに応じて、「いかのおすし」

等の紙芝居を使用しての誘拐・連れ去り防止

の説明や実際に声を掛けられた場合を想定し

てのロールプレイを行います。

【R元年度実施結果】

紙芝居を使用した誘拐・連れ去り防止の説明

や、実際に不審者に声をかけられた場合など

を想定した実演や訓練を行い、防犯意識の向

上を図った。

実施回数：114回

47 新しい有害環境から子 【事業内容】 児童福祉・青少

どもを守る取組推進 携帯電話やインターネットを使った青少年の 年課

有害情報問題の知識、技能を持った市民イン

ストラクターで組織する団体より講師派遣等

を行い、インターネットと上手な付き合い方

を学びます。

【R元年度実施結果】

ぐんま子どもセーフネット活動委員会が実施

する講師派遣等の経費を補助（1,000千円）

するなどして、84回の講習会に講師を派遣し、

15,003人に対し講話を実施。青少年がインタ

ーネットを介して巻き込まれるトラブルへの

未然防止対策を行った。

48 消費者被害防止出前講 【事業内容】 消費生活課

座 若者や高齢者など各年代に応じた消費者被害

防止のための講座を、消費生活課職員及び消

費生活相談員等が講師となり開催します。

【R元年度実施結果】

中学校・高校・専門学校等に出向き、若者に

多い消費者被害について注意喚起を行うとと

もに、公民館等において、地域の高齢者へ悪

質商法の実態や詐欺等に対する注意喚起を行

い、防犯意識の向上を図った。

R元年度については、成年年齢の引き下げを

踏まえ、県教育委員会と連携をし講座を実施

した結果、高校での実施回数は前年度から14
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回(1,464人）増加したが、高齢者を対象とし

た講座は新型コロナウイルスの影響により減

少となった。

実施回数：55回（3,967人）

基本施策⑥ 相談支援の充実と多様な担い手づくり

地域社会の中で脈打つ“人々の支援の力”を借りながら、地域ぐるみでの困難を有する子ども・

若者への支援体制の充実を進めていくとともに、連携ネットワークづくりに努めました。

また、地域による健全育成を推進する力を高めるとともに、子ども・若者の社会的自立を支援す

る地域人材の育成に努め、社会全体ですべての子ども・若者を育成支援する機運醸成を進めました。

取組の柱１７ 子ども・若者支援協議会の推進

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

49 子ども・若者支援協議 【事業内容】 児童福祉・青少

会（関係機関との情報 ニート、ひきこもり、不登校、高校中退、貧 年課

共有に関する取組） 困など子ども・若者が抱える問題が深刻化し

ており、従来の個別分野における縦割り的な

対応では限界が生じている中で、子ども・若

者育成支援施策を総合的に推進し、各機関に

おける情報共有を図ります。

【R元年度実施結果】

県関係機関や民間団体等を構成員とする「子

ども・若者支援協議会」を運営し、関係機関

の相互連携を促進することで総合相談機能を

確保しているほか、第2期群馬県子ども・若

者計画の推進を通じて、県関係機関における

子ども・若者支援施策（全179事業）を総合

的に実施した。

代表者会議：Ｒ元.7.5（参加者27名）

実務担当者会議：Ｒ元.9.5（参加者28名）

50 子ども・若者支援協議 【事業内容】 児童福祉・青少

会（相談支援に係る人 社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ど 年課

材育成に関する取組） も・若者を支援する相談支援者等に対する資

質向上を目指した研修会を実施します。

【R元年度実施結果】

令和元年12月26日(木)、県公社総合ビルにお

いて、困難を抱える子ども・若者の「学びな

おし」をテーマに研修会を開催。中学・高校

の教員、適応指導教室の指導員、青少年セン

ターや児童相談所の相談員、市町村の保健師

など約220名が参加。中・高校生や親御さん



- 22 -

が抱えている不安を相談現場から報告すると

ともに、高校等における多様な学び方の実例

を紹介しながら、「学びなおし」について考

える機会となった。

51 子ども・若者支援協議 【事業内容】 児童福祉・青少

会（高校中退者支援） 高校を中退してしまった人に対して、就労や 年課

再学習への支援につながることを目的とした

寄り添い型の支援を行います。

【R元年度実施結果】

ひきこもりがちとなった高校中退者等に対し

て、寄り添い型支援を実施したほか、子ども

・若者の自立支援ガイドを作成し、各学校等

へ配布し、自立支援に努めた。

〇訪問支援実績

継続13名、観察6名

〇自立支援ガイド

5,000部作成

県内小中高学校、市町村等に配布

取組の柱１８ 地域社会における健全育成の充実

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

52 群馬県青少年育成大会 【事業内容】 児童福祉・青少

青少年健全育成に対する理解を深め、地域ぐ 年課

るみの健全育成を推進し、家庭教育の向上を

図るとともに、模範とすべき青少年や子ども

・若者の健全育成に貢献した方を同大会で顕

彰します。

【R元年度実施結果】

令和元年度群馬県青少年育成大会

日時 令和元年11月23日（祝・土）

場所 県公社総合ビル

顕彰等内容

・少年の主張群馬県大会

最優秀賞 1名

優秀賞 4名

・青少年健全育成功労者表彰 21名

・青少年顕彰 3団体

・青少年育成推進会議会長表彰 21名

・「少年の日」「家庭の日」普及啓発作品コン

クール

絵画・ポスターの部 最優秀賞 4名
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標語の部 最優秀賞 4名

53 少年の主張群馬県大会 【事業内容】 児童福祉・青少

少年（中学生）が日頃の生活を通じて感じて 年課

いることや考えていることを発表する場であ

るとともに、「少年の日」の普及を図るもの

です。

【R元年度実施結果】

令和元年9月21日（土)に県大会を開催し、各

市町村大会、各教育事務所ブロック大会にお

いて優秀な成績を収めた、各地区の代表者16

名による発表を行い、各少年が日頃の思いを

発表する機会となった。また、16名が発表し

た主張については、令和2年3月に作品集を作

成し、県内の小・中・高等学校等に配布を行

った。

54 地域学校協働活動推進 【事業内容】 生涯学習課

事業 地域と学校が連携・協働し、地域の実情に応

じて行われる様々な活動【放課後子ども教室

や教育支援活動】を推進するため、経費の一

部を補助する。

【R元年度実施結果】

地域学校協働本部：7市町村11本部

放課後子ども教室：22市町村62教室

地域未来塾：6町村6教室

外部人材を活用した教育支援活動：11町村21

箇所

補助金額：21,203千円

取組の柱１９ 成長と自立を支える担い手の養成

№ 事 業 名 実 施 状 況 担 当 課

55 合同研修会 【事業内容】 児童福祉・青少

群馬県青少年育成推進会議と補導センター補 年課

導員連絡協議会との共催により「困難を有す

る子ども・若者への支援」をテーマとした研

修会を開催します。

【R元年度実施結果】

令和2年2月8日、群馬県公社総合ビルにおい

て、常磐大学人間科学部心理学科教授の秋山

邦久氏を講師に招き、「児童虐待による発達

への影響と地域社会の関わり方」と題して講
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演会を実施し、児童虐待への対応について理

解を深めた。

参加者数：209人

56 人権研修 【事業内容】 生涯学習課

市町村社会教育主事、集会所担当者、社会教

育団体役員等を対象に、教育事務所ごとに「群

馬県人権教育の基本方針」「群馬県人権教育

充実指針」に基づいた人権教育を推進するた

めに必要な事項の研修や協議を行います。

【R元年度実施結果】

人権教育指導者研修会を実施し、人権教育に

ついての理解を深めた。：5教育事務所（10回）

延べ1,249人参加

57 市民活動支援 【事業内容】 県民活動支援・

「ＮＰＯ･ボランティアサロンぐんま」にお 広聴課

ける相談や情報提供、ＮＰＯ法人に対する制

度融資などを行い、ＮＰＯやボランティア活

動団体の活動を支援します。

【R元年度実施結果】

ＮＰＯ･ボランティアサロンぐんまにおいて、

NPO法人向けの相談や研修を行い、法人の円

滑な運営による市民からの信頼獲得を支援し

た。NPO法人2団体が制度融資を利用した。Ｎ

ＰＯ法人、企業等がともに学ぶセミナーを開

催し、NPO法人と企業等の連携を促進した。

相談件数：1,222件

セミナー開催数：4回
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○評価対象目標の達成状況

評価対象目標の達成状況別の分類は、次のとおりです。

評価対象 達成 前進 横ばい 後退 未確定 Ａ+Ｂ

目標数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計

Ⅰ

一人ひとりの成長と ８ ０ ５ ２ ０ １ ５

自立を支援する (0.0%) (62.5%) (25.0%) (0.0%) (12.5%) (62.5%)

Ⅱ

困難な状況等に応じ ６ ３ ２ １ ０ ０ ５

て支援する (50.0%) (33.3%) (16.7%) (0.0%) (0.0%) (83.3%)

Ⅲ

社会全体で支援する ３ １ ２ ０ ０ ０ ３

(33.3%) (66.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (100%)

計 １７ ４ ９ ３ ０ １ １３

(23.5%) (52.9%) (17.6%) (0.0%) (5.8%) (76.4%)

※達成度 Ａ：達成、Ｂ：前進、Ｃ：横ばい、Ｄ：後退、未確定：データなし等

計画２年目の令和元年度１年間の達成状況は、達成及び前進を合わせると、達成度は７６．４％

となりました。

今後の取り組みにあたっては、地域社会及び関係部局との連携をより一層図りながら、全ての子

ども・若者が健やかに成長し、持てる力を活かしながら社会的な自立ができるように取り組んでい

きます。

○群馬県青少年健全育成審議会の意見

【今後の事業について】

・新型コロナウイルス感染症の影響により、困難を抱えている子ども・若者の増加や、その抱

えている困難の内容も多様化することが想定され、その上で今後の事業を実施していく必要

がある。

・幼少期から、ソーシャルディスタンス確保のためお互いの距離をとることにより、本来子ど

も・若者が発達する上で重要な経験ができる環境ではなくなってくるということが懸念され

る。

・大きな転換期にきているのかもしれないので、各事業を続ければいいということだけではな

い視点を、ぜひ持ち続けていただきたい。

・今後の事業において、国際交流等の事業は困難となることが想定されるとともに、地域での

体験学習なども、子ども・若者と高齢者等との交流に不安が生じることもある。しかし、そ

のような状況下でも子ども・若者の成長や体験を促す取り組みを模索して欲しいと考える。

・困難の対象をよく見極めていく必要があるということと、事業を単に取り止めるのではなく、

どうしたら子どもたちの発達を促していけるのかということを考えて、今後の事業を形成し
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ていって欲しい。

・オンラインでの学習等も今後さらに広がっていくと考えられる。教室に対面でいるのとは異

なり、取り残されてるかどうかの把握すらできないという状況になることも想定され、子ど

も・若者に対する支援も新たな局面に入っていくことが想定される。

【研修会について】

・研修会を実施するに当たっては、講演を聴くだけではなくて、参加者が情報として学んだこ

とを、次の実践へとつなげられるような研修方法や内容となるように検討いただきたい。



【参考】目標数値及び達成状況

平成27年度 小6:-0.3% 平成31年度  小6:+0.2% 

平成27年度 中3:+1.7% 平成31年度  中3:+3.0%   

平成27年度  小6:46.4% 平成31年度  小6:50.0%   51.5% 57.1%

平成27年度  中3:34.2% 平成31年度  中3:50.0% 40.0% 40.2%

平成27年度 小6:79.7% 平成31年度  小6:100% 87.1% 84.1%

平成27年度 中3:71.4% 平成31年度  中3:100%  82.3% 75.7%

平成27年度 小5男子:-0.66 平成31年度 小5男子:+1.00 -0.90 -0.55

平成27年度 小5女子:-0.48 平成31年度 小5女子:+1.00 -0.03 0.23

平成27年度 中2男子:+0.29 平成31年度 中2男子:+2.00 +0.09 -0.44

平成27年度 中2女子:+1.02 平成31年度 中2女子:+3.00 +0.94 0.54

平成27年度 小6:79.7% 平成31年度  小6:100% 87.1% 84.1%

平成27年度 中3:71.4% 平成31年度  中3:100%  82.3% 75.7%

② 5
公立高校全日制における高校３年間でインターンシッ
プに参加したことがある生徒の割合

平成27年度 31.8% 平成31年度  50.0%   41.4% 前進Ｂ 47.00% 前進Ｂ 高校教育課

② 6
群馬県若者就職支援センター（ジョブカフェぐんま）利
用者数

平成26年度 17,760人 平成31年度  19,000人   17,953人 前進Ｂ 17,529人 横ばいＣ 労働政策課

平成27年度  小6:46.4% 平成31年度  小6:50.0%   51.5% 57.1%

平成27年度  中3:34.2% 平成31年度  中3:50.0% 40.0% 40.2%

③ 8
群馬県若者就職支援センター（ジョブカフェぐんま）利
用者数　【再掲】

平成26年度 17,760人 平成31年度  19,000人   17,953人 前進Ｂ 17,529人 横ばいＣ 労働政策課

平成27年度 小6:79.7% 平成31年度  小6:100% 87.1% 84.1%

平成27年度 中3:71.4% 平成31年度  中3:100%  82.3% 75.7%

③ 9 生活保護世帯の子どもの高校進学率 平成27年度  88.3% 平成31年度  92.4%  92.1% 前進Ｂ 96.7% 達成Ａ 健康福祉課

③ 10 特別支援学校高等部の一般就労率 平成29年度  30.7% 平成31年度  40.0%  30.6% 横ばいＣ 33.9% 前進Ｂ 特別支援教育課

④ 13
子ども・子育てに関する総合窓口（利用者支援事業）
設置数

平成26年度  2ｶ所 平成31年度  32ｶ所 35ｶ所 達成Ａ 39ｶ所 達成Ａ 私学・子育て支援課

④ 13 里親委託率 平成26年度  15.5% 平成31年度  17.1%  17.2% 達成Ａ 18.5% 達成Ａ 児童福祉・青少年課

⑥ 17
子ども・若者支援協議会に寄せられた支援希望者の
うち、本人又は保護者と接触できた割合

平成28年度  83.0% 平成31年度  100% 84.3% 前進Ｂ 86.2% 前進Ｂ 児童福祉・青少年課

平成27年度  小6:46.4% 平成31年度  小6:50.0%   51.5% 57.1%

平成27年度  中3:34.2% 平成31年度  中3:50.0% 40.0% 40.2%

⑥ 19 ＮＰＯ法人認証数 平成26年度  825法人 平成31年度  975法人 840法人 前進Ｂ 986法人 達成Ａ 県民活動支援・広聴課

　　※取組の柱11及び14については、当初から目標値の設定なし

　　※取組の柱1２、1５及び１６については、平成３１年度（令和元年度）の目標値の設定なし

H30評価 R元評価 担当課

Ⅰ

① 1
「全国学力・学習状況調査」における全国の平均正答
率との差（小学校・中学校）

義務教育課

視点 施策 柱 目標指標 計画策定時 目標値

① 2
「地域や社会をよくするために何をするべきかを考え
ることがある」と回答した小・中学生の割合

前進Ｂ 前進Ｂ

健康体育課

義務教育課

義務教育課

① 3
「自分には、よいところがある」と回答した小・中学生の
割合

前進Ｂ 前進Ｂ

① 3
小・中学校の全国体力・運動能力、運動習慣等調査
における合計得点の全国集計との差

横ばいＣ 横ばいＣ

前進Ｂ 義務教育課

② 7
「地域や社会をよくするために何をするべきかを考え
ることがある」と回答した小・中学生の割合　【再掲】

前進Ｂ 前進Ｂ

Ⅱ

③ 9
「自分には、よいところがある」と回答した小・中学生の
割合【再掲】

前進Ｂ

H30実績

平成28年度からの公表数値が変更（各都道府県の平均正答率表
記：小数点第1位→整数値）となり、全国平均との正確な差異を算
出できなくなったことから、実績・評価の記載は行わない。

R元実績

義務教育課

⑥ 18
「地域や社会をよくするために何をするべきかを考え
ることがある」と回答した小・中学生の割合　【再掲】

前進Ｂ 前進Ｂ 義務教育課

前進Ｂ

義務教育課

① 4
「自分には、よいところがある」と回答した小・中学生の
割合【再掲】

前進Ｂ

Ⅲ

達成A

前進B

横ばいC

後退D

目標を上回り、達成した状態

目標に向かい、計画策定時から前進している状態

計画策定時から目立った数値の変動が見られない状態

計画策定時より後退している状態


